
認定実務実習指導薬剤師養成講習会受講資格 

 

１．実務経験  

薬剤師実務経験が５年以上あること。  

なお、６年制の薬学教育を受けて薬剤師となった者は、薬剤師実務経験が３年以 

上あれば、認定実務実習指導薬剤師養成研修を前もって受講することができるもの 

とする。ただし、認定実務実習指導薬剤師の認定申請は、薬剤師実務経験が５年以 

上となってからでなければ行うことができない。 

 

２．勤務状況  

薬剤師実務経験が、受講する時点において継続して３年以上であること、かつ、 

現に病院又は薬局に勤務（勤務時間数が１週間当たり３日以上かつ２０時間以上の 

場合に限る。）している者であること。 

 

３．勤務先等の望ましい条件  

（薬局の場合）  

(ア)薬学実務実習に関するガイドライン（平成27年２月10日薬学実務実習に関す 

る連絡会議）が求める地域保健、医療、福祉等に関する業務を積極的に行って 

いることが望ましい。 

(イ)「健康サポート薬局」の基準と同等の体制を有していることが望ましい。  

(ウ)改訂・薬学教育モデル・コアカリキュラムに示された「代表的な疾患（がん、 

高血圧症、糖尿病、心疾患、脳血管障害、精神神経疾患、免疫・アレルギー疾 

患及び感染症をいう。）」に関する症例を実習できる体制を整備していること 

が望ましい。 

(エ)薬剤師賠償責任保険に加入していること。 

  

また、公益社団法人日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)、一般社団 

法人日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師、公益財団法人日本薬剤師研修セン 

ター研修認定薬剤師等の生涯学習システムに参加又は認定を取得している薬剤 

師であることが望ましい。 

 


